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　「公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第
18号）」第 9条に基づく基本方針において、発注者の責務として、
「発注者は、業務内容や成績評定の結果等のデータベース化を進め、
相互に活用するよう努めるものとする。」とされています。
　さらに、公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議
がとりまとめた「発注関係事務の運用に関する指針」（令和 2年 1
月 30 日改正）では、「新規参入を含めた事業者の技術能力の審査
を公正かつ効率的に行えるよう、各発注者が発注した工事・業務
の内容や成績評定、当該工事・業務を担当した技術者に関するデー
タの活用に努める。」と記載され、その推進のため、「技術者の資格
や実績をテクリス（業務実績情報システム）や PUBDIS（公共建
築設計者情報システム）等へ登録するよう受注者へ促す」ことも
明記されています。
　また、平成 27年 11月からは、中央省庁等 8機関の申し合わせ
により、PUBDIS のデータベースを活用して、建築関係建設コン
サルタント業務の成績評定結果の相互利用も開始されています。

PUBDISとは

法令関係における
PUBDISの
位置付け

　公共建築設計者情報システム（PUBDIS：PUblic Building Designers 

Information System）は、公共建築の設計者選定を支援することを目
的として国土交通省および営繕積算システム等開発利用協議会（都
道府県・政令指定都市で構成）等により平成8年に開発され、設計
事務所が入力したデータを公共発注機関が検索する有料データベー
スシステムです。
　公共発注機関が計画する建物や設計内容等を条件にデータベー
スを検索することで、プロポーザル方式などの設計者選定の際に
公正かつ効率的に資料が得られます。
　令和 7年 3月現在、検索システム利用の公共発注機関等は約
190機関、年度を通した利用の設計事務所は約 1,200 社にのぼり、
各プロジェクトで有効利用されています。



22

PUBDIS
検索システム
とは

PUBDIS
登録対象業務に
ついて

　PUBDIS には、公共発注機関がデータを評価・検索する検索シ
ステムと、データを提供する設計事務所等が利用する入力システ
ムとがあります。検索システムとは、PUBDIS の情報を利用する
ことにより、公共発注機関が設計事務所等の選定を円滑かつ公正
に行うための支援システムです。

　官公庁施設及び公共住宅等の建築設計等業務（意匠設計・構造
設計・設備設計・積算・工事監理等及び団地計画等）が登録されて
います。
※土木関係建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量、
地質調査は対象外です。
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PUBDISで
できること

PUBDISの
登録データ数

◆設計事務所（年度利用）約 1,200 社のデータを、事務所情報、
技術者情報、業務実績情報から検索できます。

◆業務カルテ情報の検索が可能です。
◆業務カルテ情報に成績評定の入力が可能です。
◆成績評定の情報共有レベル I ～Ⅳに応じて他の発注機関の成績
を参照できます。

業務カルテ情報
とは

◆「業務カルテ」は、公共発注機関が各省庁統一の「公共建築設計
業務委託共通仕様書」や特記仕様書等の契約図書において、登
録「要」と指定（義務付け）した業務の実績情報です。

◆「業務カルテ」登録は、1契約毎に必要となり、業務完了時に設
計事務所が行います（業務開始時の登録はありません）。

◆「業務カルテ」登録には、契約毎に契約金額（税込み）に応じた
登録料が必要となります。設計事務所の契約金額には PUBDIS
登録料を計上する必要があります。

◆「業務カルテ」登録の際には、設計事務所が作成した「業務カル
テ」に公共発注機関の確認が必要となります。

PUBDISの
情報について

事務所情報 設計事務所の本社・支社・営業所などの情報

技術者情報 設計事務所に所属する技術者の情報

業務カルテ情報
公共発注機関から受注した建築設計等業務
で、契約図書に PUBDIS への登録が義務付
けられた業務の実績情報

業務実績情報
「業務カルテ」とは別に設計事務所が任意で
登録できる業務の実績情報。公共発注業務だ
けでなく民間発注業務を含む実績情報

　PUBDIS を構成する情報は以下の 4種類です。

掲載情報
登録件数

（2025［令和 7］年 3 月 31 日現在）

事務所情報※ 1,155

技術者情報※ 25,287

業務カルテ情報 61,474

業務実績情報※ 37,297
※は、年度利用（通常登録）利用中の設計事務所のものです。
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◆設計者の技術能力を確認することで、競争性を担保しつつ的確
な設計者選定ができ、公共建築設計の品質確保につながります。

◆設計者選定の透明性が確保できます。
◆選定対象設計事務所の受注実績や技術者数等の確認ができま
す。指名事務所選定の場合には、類似業務実績・技術者数など
の条件に合う事務所や、類似業務実績のある技術者の検索を行
い、業務遂行能力の把握ができます。

◆設計事務所の業務実績における用途や規模の実績を検索し、同
種・類似業務等の参加要件の設定検討に役立ちます。

◆業務の実績が確認できるため、応募する設計事務所は必要な技
術資料の提出を省略でき、ペーパレス化や事務量の軽減につな
がります。

◆応募資料の審査の際、管理技術者等の業務経歴や資格の確認が
できます。

◆他の公共発注機関の業務成績を参照することにより、的確な評
価が可能になります。

PUBDIS利用の
メリット

PUBDISの
利用料金

　利用対象は、建築設計業務等を設計事務所等に委託する公共発
注機関とします。

国・政府出資機関等 地方公共団体等

利用期間 1 年度間（4/1 ～ 3/31）

お申込み受付期間 4 月～ 12月

利用料金（税込） 66,000 円 33,000 円

お支払方法 原則前払い

※国・政府出資機関等：独立行政法人、国立大学法人、特殊法人（民
営化した公団・事業団など）等を含みます。

※地方公共団体等：都道府県、政府指定都市、市区町村、地方出資
機関等を含みます。

参考

設計事務所がPUBDIS に業務カルテ情報を登録するには、以下の
登録料がかかります。

契約金額（税込） 登録料金（税込）

①2,500 万円以上 9,460 円

②500 万円以上 2,500 万円未満 8,591 円

③500 万円未満 2,776 円

※業務カルテ情報を登録するには、発注の際の契約書・特記仕
様書等の契約図書において、業務実績情報登録「要」と指定
し、契約金額にPUBDIS 登録料を計上する必要があります。
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一般社団法人　公共建築協会

PUBDISのお申し込み・お問い合わせ先

一般社団法人　公共建築協会　公共建築設計者情報センター
〒 104-0033　東京都中央区新川 1-24-8　東熱新川ビル 6 階

TEL　03-3523-0385
公共建築協会 PUBDISホームページ　https://www.pbaweb.jp/pubdis/

PUBDISホームページ
アクセス用
QRコード
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